
新旧対照表 

新 旧 

第１３条 この法人に次の役員を置く。 

（１） 略 

（２） 略 

２ 理事のうち、１人を理事長、２人を副理

事長とする。 

第１３条 この法人に次の役員を置く。 

（１）略 

（２）略 

２ 理事のうち、１人を理事長、１人を副理

事長とする。 


